
→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

18 136 道路 中山稲荷線
向日市物集女町
クヅ子～寺戸町
八反田

低木（植樹帯）の撤去
延長L=約1km

無 ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
技術審査のと
おりとする

地元の合意が得られた区間について
実施する。

対象 対象

採択要件を
満たし年度
内に完成見
込みであ
る。

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【山城地域(乙訓土木事務所)】

整理
番号

受付
番号

提案施設

提案概要
用地買収
の有無

工事の仕分け等（第１段階チェック）

種別 名　　　　　称 所在地

技術審査
結果

審査委員会
意見等

備考

地域のマスター
プラン等に記載
された戦略的な
拠点エリアや周
遊ルート等にお
ける提案であ
る。

工事の仕分け等（第２段階チェック） 優先順位付けフロー

小規模な工
事の提案で
ある。

景観整備（もうひとつの京都）

◆【第１段階チェック：対象とならない工事】

①国や市町村が管理する施設に関する工事

②利便性向上や環境整備に関する工事

③特定の個人や団体等の利益に限られる工事

④道路改良工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、

建物の新築・大規模な改築工事
☆《他事業での実施》

⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事

◆【第２段階チェック：対象とならない工事】

☆《公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性》

⑥公共事業としての必要性はあるか。投資効果は大きいか。

⑦地域づくりや市町村のまちづくりと整合しているか。

⑧地域や市町村等からの要望と整合しているか。

☆《技術上の適合性》

⑨関係法令や構造基準、技術規準と適合しているか。
☆《速効性》

⑩早期対応の必要性はあるか。
⑪土地所有者や占用者、周辺住民等との調整に時間が必要か。

◆【技術審査結果】
○実施する
○一部実施する
○他事業で実施
○実施しない


